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     平成２８年度第１回行財政改革審議会会議録  

 

日   時  

   平成２８年８月１８日（木）午後３時～午後４時１５分  

場   所  

   流山市役所  第１庁舎３階  庁議室  

出席委員  

   平野委員、浅川委員、近藤委員、洞下委員、  

   高橋委員、井田委員、熊坂委員、髙櫻委員、梶間委員、  

   石合委員、野村委員、森委員、神田委員  

傍聴者  

   なし  

欠席委員  

   なし  

関係部署  

   井崎市長  

   秋元財政調整課長  

事務局  

   山田総合政策部長、渋谷行政改革推進課長、  

   深津行政改革推進課長補佐、梅田主任主事、竹中主事  

議題  

   ・委嘱状の交付式  

   ・平成２８年度第１回審議会  

内容  

   別添議事録（概要）のとおり  

 

添付資料  

  ・流山市行財政改革審議会条例（資料１）  

  ・これまでの「行財政改革審議会」について（資料２）  

  ・流山市行財政改革・改善プラン（資料３）  

  ・平成２８年度審議会スケジュール（資料４）  

  ・健全財政維持条例の制定について（資料５）  
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議事録（概要）  

 

（事務局）  

【本日の予定を確認】  

本来であれば、初めに市長からの委嘱状の交付を行うところであるが、

先に委員の紹介と事務局の紹介を行い、その後、正副会長の選出を行っ

てから委嘱状の交付と今年度の諮問を行う予定である。  

それでは、初めてお会いする方もいるので、委員の皆様の紹介を行う。  

【各委員自己紹介】  

 

【その後山田総合政策部長から事務局職員を紹介】  

 

【会長選出まで山田総合政策部長が仮議長】  

 

（山田部長）  

それでは、行財政改革審議会の「会長及び副会長」の選出に入りたい。  

会長の選出についてだが、推薦される方がいる場合はお願いしたい。

また、自薦される方は挙手をお願いしたい。  

 

（森委員）  

本審議会を熟知し、経験もある方が適任かと考え、３期目の委嘱をさ

れた野村委員を推薦したい。  

 

（山田部長）  

野村委員を推薦する声が挙がったがいかがか。  

 

〔異議なしの声あり〕  

 

（山田部長）  

「異議なし」とのことなので、野村委員に会長をお引き受けいただきた

い。  
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（野村会長）  

～会長就任挨拶～  

 

（山田部長）  

会長が決定したので、ここからは、野村会長に議事の進行をお願いし

たい。  

 

（野村会長）  

それでは副会長の選出を行う。推薦される方がいる場合はお願いした

い。また、自薦される方は挙手をお願いしたい。  

 

〔立候補者なし〕  

 

（野村会長）  

立候補者がいないので、私の方から推薦したい。  

私と同様３期目の委嘱で、以前にも副会長の役職に就かれており、経

験も十分で本審議会運営を巧みにこなすことのできる高橋委員を推薦し

たいが、いかがか。  

 

〔異議なしの声あり〕  

 

（野村会長）  

異議なしとのことで、高橋委員、お引き受けいただきたい。  

 

（高橋副会長）  

～副会長就任挨拶～  

 

（野村会長）  

それでは、次の議事に進みたい。事務局から説明をお願いしたい。  

 

（事務局）  

それでは、会長、副会長が決まったので、これより市長から委嘱状の

交付及び諮問を行う。  
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～市長入室～  

 

【委嘱状交付式】  

〔委嘱状交付〕  

 

（事務局）  

以上をもって委嘱状の交付を終了する。  

つづいて市長から当審議会へ諮問書をお渡しする。  

 

〔市長からの諮問書の読み上げ、会長へ交付〕  

〔市長挨拶〕  

 

～市長退室～  

 

（野村会長）  

 開会宣言  

それでは、委嘱式及び諮問が終了したので、平成２８年度第１回流山

市行財政改革審議会を開催する。  

 現時点での出席状況は、全員出席であり、流山市行財政改革審議会条

例の規定人数に達しているので、会議は成立していることを報告する。  

それでは、本日の審議会の進行予定について、改めて事務局から説明

願いたい。  

 

（事務局）  

本日は、まず行財政改革審議会について、事務局より資料に沿って説

明したい。まず、配布資料を確認する。  

・会議次第（資料番号なし）  

【資料１】流山市行財政改革審議会条例  

【資料２】これまでの「行財政改革審議会」について  

【資料３】流山市行財政改革・改善プラン  

 【資料４】平成２８年度審議会スケジュール  

 【資料５】健全財政維持条例の制定について  
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その他、新しい審議会委員名簿と日程調整表をお配りしている。  

次に、諮問の所管課である財政調整課から諮問事項及び配布資料につ

いて説明する。最後に事務局から第２回審議会以降の開催スケジュール

について説明する。終了時間は午後５時ごろを予定している。  

 

（事務局）  

 それでは最初に行財政改革審議会について、改めて説明させていただ

く。お手元に【資料２】「これまでの行財政改革審議会について」をご

用意いただきたい。  

 

 ～「これまでの行財政改革審議会について」説明～  

 

（野村会長）  

説明は終了のようなので、「これまでの行財政改革審議会について」

は以上とする。  

次に今回の諮問と配付された資料に対する説明をお願いしたい。  

 

（財政調整課）  

 資料５について説明させていただく。  

今回、条例の案ということで審議会に諮問させていただいたが、通常

であれば諮問書の後ろに条例の案がついているが、実は案自体は出来上

がっていない。それは、この４月に市長からこの条例の施行を平成３０

年４月に行うよう指示を受けたので、そこから準備を始めたところであ

る。  

現在は先に制定している市の状況把握や、職員が先進市に行って視察

しているという段階なので、今日お手元に条例案をご用意することがで

きなかった。その点はここでお詫びを申し上げる。  

『健全な財政の維持条例』と言っても、今の流山市が健全なのかどう

かという素朴な疑問があるのではないかと思う。  

これについて率直に言うと、健全な状況が保たれていると私どもでは

認識している。これを今後、為政者が変わっていったとしても、この健

全な財政状況が維持できるような仕組みをつくりたい。これが今回の条

例の制定の主な目的である。  
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資料５の３ページに制定スケジュール表もあるので、今後どのような

感じで作業を進めていくかを先にご説明したい。  

平成３０年４月に施行予定ということで指示を受けている。平成２８

年８月、本日が第１回目となり、行財政改革審議会の審議は、事務局の

案として全部で５回開催出来ないかと考えている。  

財政のことをご審議いただくに当たり、流山市の財政状況がどんなも

のかを皆様にわかっていただく必要があるので、次回に流山市の財政状

況を他市との比較等を踏まえて説明させていただきたい。  

その後、法規担当の総務課と条例案の協議をしていくので、ある程度

協議が整った時点で条例案をお示しし、それに基づき皆様のご意見を伺

いながら条例案について修正箇所があるか、こういうことがあった方が

いいのでないか等、皆様のご意見を入れながら会議を進め、予定では来

年２月に答申をいただければ、この素案をもって来年度市民の皆様への

パブリックコメントを行い、議会に上程していくというスケジュールで

考えている。  

次の審議会で財政状況を説明し、その次の審議会で条例案をお示しし

たいと考えている。  

では、健全な財政の維持についてどのような取り組みをしてきたかを

ご説明させていただく。  

 

～以下、資料５について説明～  

 

 以上で説明を終了する。  

 

（野村会長）  

ただいまの説明に対して、ご質問またはご意見があればお願いしたい。  

森委員。  

 

（森委員）  

 自治体が財政健全化することに関して、現在、法的拘束力があるスキ

ームはあるのか。それが国の示している基準や参考値で、それが甘いの

でこういう条例を作ろうということでよいか。それとも、何かもっと違

うスキームあるいは法的拘束力が、より強いものを考えるとか、ひとつ
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のモチベーションというか、そういうために作るのか。そのあたりをも

う少し説明していただきたい。  

 

（財政調整課）  

現在は財政健全化法という法律が基準となっているので、毎年度決算

に基づき先ほどの数値を計算し、基準を超えると法的な規制がかかって

くる。流山市としては、その数値が甘いので、それを厳しくしてもう少

し引き締めたい。  

この財政健全化法の数値というのが行政運営の中では普通では届かな

い。今の状態では極端な話、何も考えずにやっていても、まず超えるこ

とはないのだろうと考える。それで油断が生じて、例えば地方債をどん

どん発行していってしまうことにならないとも限らないので、もう少し

厳しい数値を作って、こんなことをやれば数値を超えてしまうというこ

とを役所全体や市民にも理解していただきたいということである。  

 

（森委員）  

 先程「為政者が変わっても」という言い方をされたが、それは市長や

議会の構成が仮に変わってもおかしな運営にならないように、法的拘束

力のある条例で縛っておこうという趣旨か。  

 

（財政調整課）  

その通りである。  

 

（浅川委員）  

 他市町村の制定状況が資料の最後にあるが、滑川市に視察に行かれた

とのことだが、滑川市を選ばれた理由は何か。  

 

（財政調整課）  

 ひとつは、向こうから何年か前に当市へ視察にお見えになっている。  

当時、流山市はこの条例を持っていなかったが、健全な行財政運営を

しているということで、滑川市が視察に来て、それに基づいてこの条例

を作られたので、そういった経緯もあり、滑川市に視察に行った。  
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（浅川委員）  

 状況が似ているということか。  

 

（財政調整課）  

 滑川市と本市では人口規模も財政規模も違っているが、市長自らがマ

ニュフェストの中で条例の制定を公約し、実際に条例化したということ

なので視察に行ってきた。必要によってはもう少し他のところの状況を

聞きに行かなければと思っている。  

 

（井田委員）  

他市町村の話が出たが、キッコーマンアリーナを作る時に、和光市で

参考となるような体育館を持っており、だいぶ参考にしたという話を聞

いた。  

規模は分からないが、同じ首都圏の近い所で結構参考になったという

ことである。キッコーマンアリーナも今は建ったばかりで綺麗だが、今

後何年か経ってどのように改修して、どのように使っていくかという参

考になると考える。他市町村が具体的にどういう条例を制定されている

のかを知りたい。  

 

（財政調整課）  

現在、材料はないのだが、和光市の状況はホームページ等で調べ、財

政健全条例を作る時にはかなり力を入れてやっていたという情報収集は

できているので、必要によっては見に行くことも必要と考えている。  

 

（井田委員）  

当面、具体的にどこかに行かれる予定はあるか。  

 

（財政調整課）  

今は滑川市の状況を少し分析して、もし足りないところがあった時に

は、どこかピンポイントで行きたい。まだ具体的には決めていない。  

 

（近藤委員）  

２点あるのだが、他市の財政健全化条例の条文については確認されて
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いると思うが、条例によっては自治体によって骨子が似ているケースも

多いと思う。  

今回の財政健全化条例については他市の事例が書いてあるが、どうい

う骨子の状況なのか、独自性がバラバラに出てきているのか、それとも

似ているケースがあるのかお聞きしたい。  

２つめが、流山市の独自性を出すということで、骨子が共通であった

としても、流山市の今の具体的な取組みを当てはめていくのかと想像し

たのであるが、今取り組んでいることを条例に反映できるものは反映し

ていくという理解でいいか。  

 

（財政調整課）  

 条例には大きく２つあるが、こんなふうにしたい、あんなふうにした

いと大まかに理念を決めていく条例と、それから細かい数字を書き入れ

てやっていくものもある。  

現在、我々としては大まかな理念条例を制定していこうと思っている。  

例えば、予算や決算の段階で細かい数字を出すといった、細かく我々

を縛るものではなくて、大枠の中でと考えている。  

それはなぜかについては、この次の審議会で詳しく説明したい。  

流山市の独自性をどこに出そうかというのも、まさに検討している最

中であり、理念条例の中で独自性を出すのはかなり難しいものがある。  

細かい数値であれば、流山市の財政状況だとこの数値というのがある

が、おそらく数値目標のところで、何かしら流山市の独自性を出してい

くしかないと考えてはいるが、具体的にはまだまとまっていない。  

 

（野村会長）  

 他にはいかがか。ご意見でもよろしいが。  

 

（財政調整課）  

 ひとつ言い忘れたが、例えば、財政状況が悪くなった時にどうするか

というのは、市民の普段の生活に影響を与えるようなことをするとか、

そういうことは今考えていない。  

あくまで、数値が悪くなってきた時に、これ以上悪くならないように

行財政を引き締めるという、その程度のことを考えている。  
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夕張市を例に出し恐縮であるが、例えばどこかの施設を閉じてしまお

うとか、そういうことまでやろうという条例が必要とは考えていない。  

 

（野村会長）  

 たたき台が出てこないとなかなか審議にならないので、本日はこの程

度でよろしいか。他に質問、意見が無ければ、今年度の審議のスケジュ

ールについて、事務局から説明をお願いしたい。  

 

（事務局）  

 それでは、「審議会スケジュール表」をご覧いただきたい。  

 なお審議の進捗状況により、回数の変更があることをご了承願いたい。  

第２回審議会については、１０月２１日及び１０月２５日から２８日

の間に開催していただき、引き続き本日の諮問事項である（仮称）健全

財政維持条例についてご審議をいただければと考えている。  

第３回審議会については、１２月１９日から２２日の間に開催してい

ただき、引き続き諮問事項につきご審議いただきたい。  

議会等の都合により少し期間が空くが、１月１６日から２０日の間に

第４回審議会を開催していただき、諮問事項のご審議とともに、答申に

向けた審議をしていただく予定である。また、答申書の案もこの回には

お示ししたいと考えている。  

２月上旬に正副会長会議を開催し、答申書の最終確認を行いたい。そ

の後、同月中に答申の手交式をとり行いたいと考えている。  

以上が今年度の本審議会の開催スケジュールの見通しである。  

なお、本日の審議会の後に、「日程調整表」を配布するので、まだ先

の予定ではあるが、第２回から第４回審議会の開催日について、現段階

でわかる範囲で回答していただきたい。  

また、日程調整表については、本日の会議後、電子メールを伺ってい

る委員の方には電子メールでもお送りするので、いずれかで回答いただ

きたい。開催日に関しては、参加者が多くこられる日を基本とし事務局

で決定させていただきたい。  

事務局からは以上である。  
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（森委員）  

 日程についてだが、内容の濃密度からすると、説明を１回受けて条例

案に関して審議するのは第３回だけで内容を取りまとめるということに

なると、回数が増えるかもしれないと話があったが、どういう案を出し

てどういう風に審議してもらうかというイメージがあると思うので、予

備的な審議が必要だとか、あるいは審議時間は２時間に限られるから前

もって資料を配布するとか、そのへんを配慮してほしい。  

 

（事務局）  

 資料については、開催通知を送る際に事前にお送りしたい。  

 

（野村会長）  

 資料もそうだが、森委員が言われたように、進捗状況等によって回数

が変わると思うので、第３回や第４回の審議会というのは仮置きでよろ

しいかとは思うが、次回の第２回は今回決まるとは思うが、その先は委

員の皆さんに再度確認していただく方がいい。  

皆さんのご予定が入ったりもするので、第３回や第４回の日程は１ヶ

月前ぐらいに再度確認していただきたい。  

他になければ、以上をもって第１回行財政改革審議会を終了する。  

 



H280818行財政改革審議会 資料１ 

 

○流山市行財政改革審議会条例 

平成１５年１０月３日 

条例第２４号 

改正 平成２４年１２月２１日条例第２９号 

（設置） 

第１条 市は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項

の規定により、流山市行財政改革審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市の行財政改革の推進に関する事項

について必要な調査及び審議を行い、市長に答申し、又は建議するものとす

る。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 学識経験を有する者 

（２） 公共的団体等を代表する者 

（３） 市民等 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定め

る。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が会

議の議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

（部会） 
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第７条 審議会に特定の事項を調査研究するため、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長及び副部会長各１人を置き、部会に属する委員の互選により

これを定める。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故のあるとき又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務

を代理する。 

６ 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中

「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委

員」とあるのは「部会に属する委員」と読み替えるものとする。 

７ 部会は、調査研究の経過及び結果を審議会に報告するものとする。 

（会議の運営等） 

第８条 会長は、会議の議事及び運営等に関し必要な事項を定めることができ

る。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、行財政改革を主管する課において行う。 

（委任） 

第１０条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（審議会の招集に関する経過措置） 

２ この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会の会議は、第６条第１項の

規定にかかわらず、市長が招集するものとする。 

附 則（平成２４年１２月２１日条例第２９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の流山市防災会議条例、

流山市附属機関に関する条例、流山市文化財の保護に関する条例、流山市通

学区域審議会条例、流山市史編さん審議会条例、流山市立幼稚園協議会条例、

流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例、流山市都市計画審議会条

例、流山市行財政改革審議会条例、流山市情報公開・個人情報保護審査会条
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例、流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例、流山市産

業振興基本条例、流山市生涯学習審議会条例及び流山市街づくり条例に基づ

き委嘱若しくは任命されている委員又は選任の手続が開始されている委員に

ついては、当該委嘱又は任命の期間満了日までに限り、なお従前の例による。 
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「行財政改革審議会」について 

 

１  審議会発足まで  

 

 地方公共団体における行政改革については、国が数度にわたり行政改革

の指針を打ち出し、本市もこれを背景に行政改革を実施してきました。  

 具体的には、昭和６０年度に流山市行政改革懇談会設置要綱を策定し、

当該懇談会の意見を参考として「流山市行政改革大綱」を策定しました。  

 そして、平成６年度には新たに、流山市行政改革懇話会設置要綱を策定

し、『流山市行政改革懇話会』を設置して当該懇話会からの「第２次流山

市行政改革大綱及び実施計画策定に関する意見」を反映させて、平成８年

度に第２次、平成１１年度に第３次流山市行政改革大綱を策定しました。  

 その後、平成１２年４月１日の「地方分権の推進を図るための関係法律

の整備等に関する法律」（通称：地方分権一括法）の施行により、地方公

共団体には、より強く自主性・自立性が求められるようになり、行政改革

に関しても、国からの指針は発せられず、地方公共団体が、独自に積極的

に取り組むことが求められました。  

 本市では、平成１４年度に第４次流山市行政改革大綱を策定しましたが、

当該大綱は、第３次までの大綱とは異なり、懇話会からの意見を骨格とし

た独自性の強い内容となりました。  

 これまでの変遷を整理すると、本市の第１次から第３次までの行政改革

大綱は、概していえば、国の指導の下に策定してきたものであり、第４次

行政改革大綱においては懇話会の意見を十分に反映させました。  

 

 その後も、国を挙げて、地方分権が推進され、地方公共団体の自主性及

び自立が求められ、本市においても行政全般において更なる創意工夫が求

められ、行財政改革の重要性がますます増大する中で、行財政改革に関し

て市民等の意見をこれまで以上に反映させることは必須要件であり、当時

の懇話会の果たすべき役割は大きくなりました。  

 国の指導及び指針が得られなくたった当時では、懇話会の意見を法的根

拠にのっとるものにすることが行政執行における公平・公正に資すること

から、市長の私的な会議である『懇話会』ではなく、市長の要請により必

要な資料の提供等、いわばその行政執行の前提として必要な審議等を行う

ことを職務とする地方自治法１３８条の４第３項に規定する附属機関とし

て平成１５年に行財政改革審議会を設置しました。  
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２  これまでの審議案件  

 

（１）概要  

  市長からの諮問に応じ、行財政改革の推進に関する事項について必要な  

 調査・審議を行い、市長に答申又は建議します。  

  委員構成は、学識経験を有する者、公共的団体等を代表する者、市民等  

 の１５人以内で構成し、任期は２年としています。  

 【平成１５年度から平成２１年度】  

 平成１５年１１月に、市長から「行財政改革について」の諮問を受けて、

平成１６年４月に中間答申、平成１６年８月に最終答申を市長に提出しま

した。市は、この答申を踏まえ平成１７年度から平成２１年度の行財政改

革の指針として平成１７年３月に『新行財政改革実行プラン』を策定する

とともに、７２※の改革実行項目については、平成１８年度に実践計画と

なるアクションプログラムを作成しました。（※一部改正により最終は８９項目） 

 市長を本部長とする行財政改革実施本部は、新行財政改革実行プランの

進捗状況について審議会に報告し、意見・提言を受けるとともに市議会か

らも意見を伺うなど全市的に行財政改革を推進してきました。  

 また、平成１８年度からは事務改善だけでなく総合計画の策定や予算編

成など市政運営の中心的なツールとして活用している行政評価制度につい

て、外部評価を審議会に諮問しました。  

 【平成２２年度】  

 「行財政経営戦略プラン」の策定に向けた審議（諮問・答申）  

『新行財政改革実行プラン』の５年間の実施期間を終え、各項目の取

組結果について、当時の審議会の審議において、「税収見通しや財政計

画を誤れば、すぐにでも財政難に陥る恐れもある」、「経営感覚を備えた

改革は不断であるべき」、「管理職のマネジメント能力の向上に努めら

れたい」といった意見がありました。  

 そうした答申を踏まえ、新たなプランでは、市長をトップとする行財政

改革実施本部が継続して管理するやり方から脱却し、部局長や課長が管理

職として政策見解を持ち、「行政を経営する」といった意識を育み、組織

ごとの特性に見合った取組事項を設定していく考えに転換していくことと

なりました。  

この方針のもと、新たに５年間の『行財政経営戦略プラン』が平成  

２３年３月に策定されました。  

 【平成２３・２４年度】  

 「各部局長の仕事と目標の取組みについて」の審議（諮問・答申）  

『行財政経営戦略プラン』を策定し、各部局長のマネジメントの実践を

始めたことから、これに合わせて審議会に求める意見等（諮問・答申）は
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本市管理職の“経営判断力”、“マネジメント力”が向上する取組みへシ

フトする必要があることから、平成２３・２４年度の行財政改革審議会

への諮問事項は、「各部局長の仕事と目標の取組みについて」とし、「マ

ネジメント」を主眼に、審議会から各部局長に対するヒアリングを実施

しました。  

【平成２５年度】  

「『行財政経営戦略プラン』の取組状況について」の審議（諮問・答申） 

 平成２３年度から始まった『行財政経営戦略プラン』の中間年であるこ

とから、「各部局長の仕事と目標」を用い、当該プランに係る取組状況に

ついて審議を行いました。  

 当該プランの３つの体系（財政分野、市民等の参加・参画、職員のスキ

ルアップ）の内、財政分野に的を絞り重点的に審議を行いました。「公共

施設の中長期的な視点が必要」という意見（答申）を鑑み、平成２６年度

から公共施設を統括的・安定的に運営できるよう財産活用課内に新たな組

織として「ファシリティマネジメント推進室」が設置されました。  

【平成２６年度】  

「第３次定員適正化計画」の策定に向けた審議（諮問・答申）  

 第２次定員適正化計画が平成２６年度で期間満了となることから、次

期定員適正化計画の策定に向けた審議を行いました。  

 人件費の抑制策の一つとして、定員適正化計画を策定し、効率的な人員

配置、組織機構の見直し、民間企業等への業務委託、再任用職員・臨時職

員の活用等によって職員数の削減がされてきましたが、「限られた人材や

財源を最大限に有効活用する計画とすべき」や「次期計画では、人口増

加予測、財政健全性の維持及び今後想定している事務の増減見込みなど

多面的に考慮されたい」といった意見（答申）があったことから、第３

次定員適正化計画は各部局の事務執行状況や今後の見通しなどを聴取

し、職員数の現状や人口推計等の分析を行うなど、定数の増減要因を可

能な限り勘案した上で策定されました。  

【平成２７年度】  

「公共施設等総合管理計画」及び「行財政改革・改善プラン」の策定に

向けた審議（諮問・答申）  

  平成２５年度に答申された公共施設の中長期的な管理の視点を踏まえ、

策定に着手した「公共施設等総合管理計画（案）」の策定に向けた審議を

行いました。本計画は公共施設やインフラの保有状況や将来コストに対す

る基本的な方針や今後の本格的な資産経営の方向性を示すものです。その

内容は「民間でできるものは民間に」という考え方に立ち、官民が連携し

ていくことや施設総量を抑制しつつ改修、建替え等に意を用い、保守管理

費の削減などと合わせて対応する方向性が示されていることから、審議会
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に示された計画（案）に対し、適切であると答申されました。  

  次に平成２７年度は「行財政経営戦略プラン」の最終年度にあたるため、

その取組状況の検証と同プランに代わる新たなプランの策定に向けた審議

を行いました。「行財政経営戦略プラン」は基本構想や基本計画、実施計

画で位置付けられた事業を各部局で実施する際に、経営の観点から配慮す

る共通の視点をまとめたプランです。本プランを具現化するため、「これ

をやります！部長の仕事」の中で本プランが掲げる「改革項目と具体的な

実施項目」に対する取組状況とその成果を年３回公表しています。しかし

「『これをやります！部長の仕事』において各部局が設定する目標につい

ては、可能な限り数値目標を設定し、また市民から見て、どんな目標を立

てどのような結果となったかはっきり分かるように書式の簡素化、明確化

を図られたい」との意見（答申）があったことから、書式の全面的な改正

が行われました。  

  また、「提案制度等を活用し、市役所全体や部局内の改善に向け、職員

全体で推進されたい」との意見（答申）があったことから、次期プランに

おいては、改革・改善項目の一つとして、「事業の改革・改善（カイゼン）、

業務改善（カイゼン）、職場改善（カイゼン）」が新たに追加されました。  

 

（２）委嘱状況  

第１次行財政改革審議会  

（平成１５年１１月２８日から平成１７年１１月２７日）  

第２次行財政改革審議会  

（平成１７年１２月７日から平成１９年１２月６日）  

第３次行財政改革審議会  

（平成２０年３月４日から平成２２年３月３日）  

第４次行財政改革審議会  

（平成２２年４月２２日から平成２４年４月２１日）  

第５次行財政改革審議会  

（平成２４年６月２８日から平成２６年６月２７日）  

第６次行財政改革審議会  

（平成２６年７月３１日から平成２８年７月３０日）  

第７次行財政改革審議会  

（平成２８年８月１８日から平成３０年８月１７日）  
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（３）諮問及び答申内容  

 諮問  答申・建議書  

１  

(H15) 

諮問書 [平成 15年 11月 18日 ] 

行財政改革の推進について  

第１次答申 [平成 16年 4月 9日 ] 

最終答申 [平成 16年 8月 31日 ] 

２  

(H16) 

諮問書 [平成 16年 9月 28日 ] 

アウトソーシング（ NPO・市民

団体等への委託、協働の推進

）のあり方について  

答申 [平成 17年 1月 31日 ] 

アウトソーシングのあり方について  

３  

(H17) 

 建議書 [平成 17年 11月 10日 ] 

今後の行財政改革に関する進行管理等につ

いて  

４  

(H17 

-H18) 

諮問書 [平成 18年 2月 22日 ] 

「行政評価制度の外部評価に

ついて」及び「新行財政改革

実行プランの進捗状況につい

て」  

答申 [平成 18年 7月 28日 ] 

新行財政改革実行プランの平成１７年度進

捗状況について  

答申 [平成 18年 8月 11日 ] 

行政評価制度の外部評価について＾  

５  

(H18) 

 建議書 [平成 18年 3月 6日 ] 

アウトソーシング計画について  

６  

(H19) 

諮問書 [平成 19年 5月 24日 ] 

「新行財政改革実行プランの

進捗状況について」、「行政

評価制度の外部について」及

び「市民による業務参加事業

に関する市民からの提案につ

いて」  

答申 [平成 19年 8月 24日 ] 

行政評価制度の外部評価について  

答申 [平成 18年 9月 28日 ] 

新行財政改革実行プランの平成１８年度進

捗状況について  

７  

(H20) 

諮問書 [平成 20年 4月 25日 ] 

「新行財政改革実行プランの

進捗状況について」及び「行

政評価制度の外部について」  

答申 [平成 20年 9月 30日 ] 

行政評価制度の外部評価について  

答申 [平成 20年 9月 30日 ] 

新行財政改革実行プランの平成１９年度進

捗状況について  

８  

(H21) 

 

諮問書 [平成 21年 5月 22日 ] 

「新行財政改革実行プランの

策定について」及び「行政評

価制度の外部について」  

答申 [平成 21年 9月 25日 ] 

行政評価制度の外部評価について  

答申 [平成 22年 1月 27日 ] 
新たな新行財政改革実行プランの策定について  

９  

(H22) 

諮問書 [平成 22年 6月 1日 ] 

「行政評価制度の外部評価に

ついて」「業務委託基準の策

定について」及び「新しいプ

ランによる行財政改革への取

り組みについて」  

答申 [平成 22年 9月 14日 ] 

行政評価制度の外部評価について  

答申 [平成 22年 12月 17日 ] 

業務委託基準の策定について  

答申 [平成 23年 1月 12日 ] 

新しいプランによる行財政改革への取り組

みについて  

１０  

(H23) 

諮問書 [平成 23年 4月 27日 ] 

「『各部局長の仕事と目標』

の取り組みについて」  

答申 [平成 24年 1月 25日 ] 

『各部局長の仕事と目標』の取り組みにつ

いて  

１１  

(H24) 

諮問書 [平成 24年 6月 28日 ] 

「『各部局長の仕事と目標』

の取り組みについて」  

答申 [平成 25年 2月 8日 ] 

『各部局長の仕事と目標』の取り組みにつ

いて  

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/shingikai_shimon.htm
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/no1_toushin.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/saisyu_toshin.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/shingikai_shimon_2.htm
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/shingikai_shimon_2.htm
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/shingikai_shimon_2.htm
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/outsothing_tosin.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/shingikai_kengi.htm
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/shingikai_kengi.htm
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/shingikai_shimon_3.htm
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/shingikai_shimon_3.htm
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/shingikai_shimon_3.htm
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/shingikai_shimon_3.htm
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/gyouzaisei_kaikaku_jikkoupuran_h17_shinchoku.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/gyouzaisei_kaikaku_jikkoupuran_h17_shinchoku.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/gaibuhyouka_toushin.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/shingikai_kengi_2.htm
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/simonnsyo_H19.5.24_.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/simonnsyo_H19.5.24_.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/simonnsyo_H19.5.24_.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/simonnsyo_H19.5.24_.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/simonnsyo_H19.5.24_.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/simonnsyo_H19.5.24_.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/gaibuhyouka_h19.8.24.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/akusyon_tousin_h19.9.28.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/akusyon_tousin_h19.9.28.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/shimonshoh200425.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/shimonshoh200425.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/shimonshoh200425.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/gaibuhyouka%20toshin%20h20.9.30.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/jikkoupuran19shinchoku%20toshin%20h20.9.30.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/jikkoupuran19shinchoku%20toshin%20h20.9.30.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/shimonshoh200425.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/shimonshoh200425.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/shimonshoh200425.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/gaibuhyouka%20toshin%20h20.9.30.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/gyouseikaikaku/11gyoukakusuishin/shingikai/kaisaijyoukyou/gaibuhyouka%20toshin%20h20.9.30.pdf
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１２  

(H25) 

諮問書 [平成 25年 5月 30日 ] 

「『行財政経営戦略プラン』

に係る取組状況について」  

答申 [平成 25年 11月 22日 ] 

『行財政経営戦略プラン』に係る取組状況

について  

１３  

(H26) 

諮問書 [平成 26年 7月 31日 ] 

「次期定員適正化計画につい

て」  

答申 [平成 27年 1月 23日 ] 

次期定員適正化計画について  

１４  

(H27) 

諮問書 [平成 27年 5月 29日 ] 

「公共施設等総合管理計画（

案）について」  

諮問書 [平成 27年 8月 20日 ] 

「『流山市行財政経営戦略プ

ラン』の取組状況の検証及び

同プランに代わる新たなプラ

ンの策定について」  

答申 [平成 27年 7月 31日 ] 

「公共施設等総合管理計画（案）について

」  

答申 [平成 28年 1月 22日 ] 

「『流山市行財政経営戦略プラン』の取組

状況の検証及び同プランに代わる新たなプ

ランの策定について」  

 

 
３  平成２８年度の審議会  

 ８月１８日に第７次行財政改革審議会の委員が委嘱され、同日に市長から

諮問を受け、答申に向けた審議をすることとなります。  

 行財政改革の推進に関する諮問内容となりますが、詳しくは第１回審議会

において、事務局から説明させていただきます。  

 

４  関連資料（市ホームページから閲覧）  

 ・『行財政改革・改善プラン』  

 ＜掲載場所＞トップページ⇒市政情報（画面右上）⇒  

      行財政改革への取り組み⇒【流山市行財政改革・改善プラン】  

 ・『各部局長の仕事と目標』  

 ＜掲載場所＞トップページ画面の左のバー⇒  

                   【これをやります！部長の仕事】  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年３月  

 

  

カイゼン  
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１  はじめに  

（１）本プランの位置付け                  

 本プランは、後期基本計画を具現化する下期実施計画で位置付けた具

体的な事業を、各部局が実施していくに当たり、多様化・高度化する社

会（市民）ニーズに応えるため、配慮すべき共通の経営視点を掲げてい

ます。  

市民等に良質な行政サービスを提供するに当たり、効率的、効果的に

業務を行うことは重要です。本プランでは改革・改善の項目を共通の経

営視点として位置付けます（別図１）。  

その改革・改善項目は、各部局の「部局長の仕事と目標」（市ホームペ

ージでは「これをやります部長の仕事」。以下「部局長の仕事と目標」と

いいます。）の中で具現化しています。  

改革・改善項目の目標設定と具体的取組を各部局長のマネジメントの

もと、部局内で協議を重ねながら推進していきます（別図２）。  

本プランでは改革・改善項目の一つとして「事業の改革・改善（カイ

ゼン）、※ 2 2 業務改善（カイゼン）、職場改善（カイゼン）」を加えました。

これまでもトップダウンを主とした大きな「行財政改革」や「経営改革」、

「組織改革」が行われ、社会（市民）ニーズに応える満足度の高い行政

サービスの実現に努めてきました。  

これまでの改革で、大切な項目は引き続き継承しつつ、今後、さらに

高品質な行政サービスを提供していくには、職員が日ごろ業務を進めて

いる中で感じる「非効率」や「無駄」、「小さな失敗」など、成功例のみ

ならず些細な失敗例も皆で共有し、知恵を出し合って改善（カイゼン）

する事が重要です。そうした職場からのボトムアップによる改善（カイ

ゼン）の積み重ねと共有が、元気で活発な行政組織を持続していくもの

と考えます。  

本プランでは、多様化・高度化する社会（市民）ニーズに、スピーデ

ィーに的確に応える高品質な行政サービスを提供するために行政経営の

改革・改善（カイゼン）を進めます。  
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別図１  

【「行財政改革・改善プラン」の計画としての位置付け】  

   総合計画体系（政策、事業の根拠）  

 

 

 

 

 

 

別図２  【プランの改革・改善項目における実行の流れ】        

 

 

 

 

 
 
 ※各部局により改革・改善（カイゼン）を実行  

 

 

（２）前プラン（経営戦略プラン）の取組状況の検証        

前プランの「流山市行財政経営戦略プラン」（以下「前プラン」と

いう。）では、本市が将来都市像を実現するために策定した ※ 2 基本

計画に掲げた事業を推進するため、「改革項目と具体的な実施項目」

について「部局長の仕事と目標」（市ホームページの「これをやり

ます！部長の仕事」）の中に行政経営の改革の視点（記入欄の「Ｅ」

～「Ｘ」）の項目を設け、各部局の取組状況や結果を公表してきま

※1基本構想 

（６つの政策） 

※2基本計画（３６の施策） 

※3実施計画（約９００事業） 

行政（組織）経営の根拠  

行財政改革・改善プラン  

※各部局が行政経営で

配慮すべき共通視点を

まとめたもの  

これをやります！  
部長の仕事  

（部局長の仕事と目標）  
行財政改革・改善プラン  

改革・改善項目と具体的な方策  
改革・改善項目と具体的な方策  
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した。  

平成２３年度から平成２６年度までの４年間の「部局長の仕事と

目標」の「Ｅ」から「Ｘ」の項目の内容について検証した結果、一

部の部局では具体的な成果や結果が見えづらい改革項目もありま

したが、多くの部局で改革項目等が毎年度の事業実施に際し配慮が

なされ、前プランが掲げる行政経営に即した一定のマネジメントが

浸透し、そして基本計画に掲げる事業の推進につながったものと考

えます。  

   個別の改革項目については、健全な財政運営の維持のための「地

方債及び債務負担残高の抑制」や「市民との協働」等は引き続き本

プランでも取り組んでいく必要があります。  

   一方で、「庁内分権の推進」に関する項目については、ほとんど目

標設定がなされていない項目となっていますので、本プランにおい

ては整理・統合します。  

また、前プランの取組状況については、平成２７年度の行財政改

革審議会において審議され、その主な検証結果は次のとおりです。 

１）一部の目標設定や記載表現に曖昧な点があり、改善できる点は

まだあるが、予算編成や事業執行、財源確保など各部局のマネジ

メントは向上し、行政経営の視点が浸透しつつある。  

  ２）ＴＸ沿線の都市基盤整備により、全国的な人口減少の中、平成

23 年 4 月 1 日の 164,294 人から平成 27 年 4 月 1 日の 173,556 人

と、 9,262 人の人口増加が見られた。これにより、まちの活性化

と市税等の増加に成果を挙げた。  

  ３）社会情勢の変化や多様化する行政ニーズに応えるべく、教育施

設建設や都市公園施設建設、交流人口促進、放射能対策などに係

る組織改編が行われてきた。今後も社会ニーズに的確に対応して

いく組織改編を進められたい。  

  ４）人口増加に対応するためのインフラ整備による地方債及び債務

残高の増加はやむを得ないが、長期的には累積債務を抑制する必

要がある。  

  ５）業務の効率化、市民等との協働に向けた指定管理者による公共  

施設の管理運営や学校給食の業務委託などのアウトソーシングは

評価できるが、知識や技術が空洞化しないことに配慮し、また今

後のアウトソーシングは、メリット・デメリットを十分検討した
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うえで推進されたい。  

  ６）職員に対する政策法務研修をはじめとする様々な研修制度や国  

   の制度導入に先駆けて実施した人事評価制度の導入は評価する。  

引き続き職員のスキルアップと規範意識のための研修等を体系的  

に運用されたい。  

  ７）窓口対応アンケート結果において、アンケート導入時の総合評

価５点満点中４．０８から平成２６年度４．４８と毎年向上して

いる。一層の向上を目指されたい。  

本プランに記載する「改革・改善項目」は、以上の検証結果を踏

まえて設定しています。  

※なお、答申の詳細な検証内容は、市ホームページで公表していま

す。  

２  本プランの対象期間  

  本プランの計画期間は、平成２８年度から平成３１年度までの４年

間です。本プランは、後期基本計画及び下期実施計画の事業進行を側

面から働きかける改革項目であることを目的とし、後期基本計画及び

下期実施計画の計画と歩調を合わせています。  

 

後   期   基   本   計   画  

実施計画  上    期  中    期  下    期  

年   度  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

３  本プランの方針と改革・改善項目  

（１）方針                          

  前プランの改革項目で引き続き継続すべき視点については、各部局  

を中心とした各部局長のマネジメントのもと、改革項目を設定し実施  

してきました。しかし、改革・改善（カイゼン）は管理職や一部の部  

局だけが行うものではなく、職員一人ひとりが日常業務における費用  

対効果や財源確保、仕事の進め方の改善（カイゼン）、市民との協働、 
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円滑な組織の構築ということに、常に意識をもって地道に確実に取り  

組まなければなりません。  

前プランで掲げた「成果を重視したスピード感ある経営」「良質な  

サービスを提供する経営」「市民と協働して行う経営」という考え方や

各部局における各部局長のマネジメントの推進という考え方を継承し

つつ、職員一人ひとりが市民の目線に立って高品質なサービス提供を

主眼に置くことを常に意識し、職員誰もが改革、改善（カイゼン）の

意識を持つことにより、トップダウンとボトムアップのバランスが取

れた行政経営を目指します。  

また、前プランの「スリムな組織で市民の皆様に満足していただけ  

る行財政経営」の経営理念は継承していきます。  

「成果を重視したスピード感ある経営」（別図３の①）とは、 

限られた行政資源を効率的、有効的に活用するために、民間と同様、

スピード・コスト・成果を重視することを表しています。  

「良質なサービスを提供する経営」（別図３の②）とは、社  

会全体や本市の変化を的確に把握し、魅力あるまちづくりを展開する

ことにより、流山市に住んで良かったと満足いただくため、公共サー

ビスの質の向上に向けて、現状の公共サービスの検証、改善（カイゼ

ン）と新たな視点から、きめ細やかなサービスの提供を図ることを表

しています。  

「市民等と協働して行う経営」（別図３の③）とは、地方分権  

改革以降、市民自治によるまちづくりはますます深まり、公共は行政

だけが担うものではなくなりました。「市民自治」、「協働」を引き続き

展開していくため、市民等の知恵と力を生かし、市民・地域・企業・

ＮＰＯと連携し、公共を担っていくことを表しています。  

 

（２）各部局による共通の改革・改善項目            

   各部局による共通の改革・改善（カイゼン）項目は、次の３つの

柱で掲げています。  

ア  歳入確保・歳出削減に係る改革・改善（別図３のア）  

 市民満足度の高い高品質な行政サービスを提供していくうえで、 

歳入の確保は大変重要です。そのためには、適切な ※ 4 自主財源の確  

保、国の交付金や県の補助金の積極的な確保、※ 5 税外収入の拡充及  

び財産の活用など各部局がそれぞれの立場で取り組みます。また、 
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公正な税負担や適正な ※ 1 0 受益者負担に基づく使用料等の負担、及  

び適正な徴収が確保されることが重要なことから、更なる健全な財  

政運営に向けた適正な歳入の確保に努めます。  

一方、歳出削減については、限られた財源の中で、高品質なサー

ビスを提供するため、今まで以上に創意工夫が求められます。その

ためには、事業の目的を明確にしてコストに配慮するとともに、最

大限の成果を上げる必要があります。具体的には事業費全般にわた

り節減、合理化、適正な予算の執行に努めます。また、単独事業費

については、行政評価を徹底し、見直しや廃止も検討します。これ

により ※ 6 後年度負担の軽減を行い、引き続き健全な財政運営を維

持します。さらに、 ※ 7 地方債残高及び ※ 8 財政硬直化の抑制を図る

とともに、平成２９年度から ※ 1 9 公会計制度の導入及び活用を図り

ます。なお、具体的方策の例示は 9 ページに記載しています。  

 イ  市民及び市民団体との連携・協働の推進（別図３のイ）  

多様化する社会（市民）ニーズに的確に応えていくために、公共

サービスを行政だけが担うのではなく、市民、事業者及び行政がそ

れぞれの立場を尊重しつつ役割分担を認識し、連携・協働して公共

サービスを実施することは、様々な分野で既に展開されています。

今後も「行政が担うこと」「事業者が担えること」「市民等が担える

こと」を行政経営においても踏まえ、アウトソーシングなど市民及

び市民団体が行える公共事業は、その実現に向けて連携・協働を進

めます。なお、具体的方策の例示は１３ページに記載しています。 

  ウ  事業の改革・改善、 ※ 2 2 業務改善、職場改善（別図３のウ）  

   流山市では、地域に取り巻く社会（市民）ニーズを的確に把握し、  

市民満足度の高い行政サービスの提供に努めています。その際、様  

々な経営改革を取り組んできています。しかし、多様化し高度化し  

ている社会（市民）ニーズに、更にスピード感を持って、より高品  

質な行政サービスを提供していくためには、職員が日ごろの事務処  

理などで「何かおかしいな？」と小さな無駄や非効率に気づき、そ  

の課題を係内又は課内など皆で共有し、知恵を出し合って「こうし  

よう！」と自発的に改善（カイゼン）していくことが重要です。そ  

うした職場内からのボトムアップによる改善（カイゼン）の積み重  

ねと意識の共有が、元気で活発な行政組織を持続していくものです。 
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 本プランでは、多くの企業でも経営の効率化の手本としているト

ヨタ自動車で培われた、いわゆる“カイゼン”に代表される ※ 9 トヨ

タ方式を参考に、本市の事業・業務・職場内のムダの排除や、４Ｓ

（整理、整頓、清掃、清潔）、業務の見える化（顕在化）など、部

局内や課内、係内、時には組織を超えた有志などによる改善（カイ

ゼン）が自発的に実践され、他課にも“真似る”形で広まるよう事

例が共有できる環境を整備し、市民に満足いただける元気で活発な

行政組織を持続し、市民満足度の向上を図ります。なお、具体的方

策の例示は１６ページに記載しています。  

 

                           別図３  

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ P9 に記載  ※ P13 に記載  ※ P16 に記載  

職員一人ひとりが常に市民の目線に立ち、市

民のための改革、改善の視点を持続していく

行政経営を目指す。  

ア  

歳入確保・歳出

削減に係る改

革・改善  

行政（組織）経営の方針  

イ  

市民及び市民団

体との連携・協

働の推進  

ウ  

事業の改革・改善、

業務改善、職場改

善  

経営に係る考え方  

＜成果を重視したスピード感ある経営＞①  

＜良質なサービスを提供する経営＞②  

＜市民等と協働して行う経営＞③  
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４  改革・改善事項の実施  

  「部局長の仕事と目標」への反映  

  本プランの改革・改善項目を実現するにあたり、各部局長は、本プ

ランの改革・改善項目から実施できる事項を部局内で協議し、年度目

標を「部局長の仕事と目標」に設定します。「部局長の仕事と目標」

は、当初の目標設定、中間報告、最終報告の年３回作成し、内容及び

進捗は市のホームページ等で公開します。最終報告で年度の結果を確

認するとともに、課題も確認し、次年度の目標設定に生かすというＰ

ＤＣＡサイクルを本プランでも引き続き形成しています。  

 

          具体的な取組事項  

  ・部局単位で毎年度当初に公表します。（数値目標の設定）  

 

 

  ・半期ごとに進捗状況と成果を公表します。ただし、部局を  

超えて全庁的に取り組むことが望ましい場合は、年度の途  

中において新たな取組とします。  

  ・行財政経営の実効性を高め、生み出された資源を後期基本計  

   画（下期実施計画）の実現のために活用します。  
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５  項目別の具体的方策の例示  

 改革・改善項目の具体的方策を例示します。  

（１）歳入確保・歳出削減に係る改革・改善          

  ①  税、保険料、負担金等の設定・収納に係る改革・改善（カイゼン ） 

・料率や基準額などの算定ルールや減免のルールなどが適正かを

確認し、必要に応じて見直す。  

・ 公正で公平な収納を実施するために、納付機会の充実等を図り、

収納体制が適正か確認し、滞納対策において効果的な手法を取

り入れる。  

 

 

「税収納事業」  

 

～ モ バ イ ル レ

ジ サ ー ビ ス の

実施～  

 

 

・市税や保険料の納付方法を拡充するために、納付書

のバーコードをスマートフォン等で読み取り、インタ

ーネットバンキング等を利用して納付できるモバイ

ル レ ジ の サ ー ビ

ス を 平 成 ２ ７ 年

度からスタート。  

 ②  税外収入の拡充  

・ ※ 1 0 受益者負担の原則から有料とすべきサービスがあるかどう

かを調査検証し、該当するサービスに関しては有料化を図る。  

・また、使用料、利用料、負担金、保険料等は、適正な額となる

よう必要に応じて見直す。  

・「 ※ 11 公共施設等総合管理計画」に基づき、 ※ 1 2 ファシリティマ

ネジメントを推進し、民間による省エネルギー化である ※ 1 3Ｅ

ＳＣＯ事業や ※ 1 4 ネーミングライツの導入、広告収入の獲得や

太陽光発電事業者等への屋根貸しなどにより、公共施設を財産

として捉え、収入の獲得を図る。  

・「ふるさと納税」など新たな財源確保策の検討や情報収集を行う。 

 

 

 

 

これまでの取組事例  
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「 見 や す く 分 か り

や す い ホ ー ム ペ ー

ジ運営事業」  

 

～ ホ ー ム ペ ー ジ へ

の バ ナ ー 広 告 の 掲

載～  

 

 

・市のホームページのトップページにバナー広告

を掲載することにより、掲載料の税外収入として

歳入確保に努めている。（平成１６年度から）  

 

「 流 山 お お た か の

森 駅 自 由 通 路 管 理

事業」等  

 

～ ※ 15 デ ジ タ ル サ

イネージの広告～  

 

・流山おおたかの森駅自由通路と南流山駅前に ※15

デジタルサイネージ（電子看板）を設置し、企業

広告を掲出することで広告料（年間２００万円）

の ※ 5 税外収入

の 仕 組 み を 作

った。（Ｈ 23 年

度から）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 流 山 市 民 総 合 体

育 館 指 定 管 理 者 事

業」  

 

～ ※ 14 ネ ー ミ ン グ

ライツの導入～  

・将来にわたる管理運営費の確保を図る仕組みと

して、新しい市民総合体育館のネーミングライツ

（命名権）のスポンサー企業の公募を平成２７年

度に行い、「キッコーマン  アリーナ」として５年

間 命 名 権

料 （ 年 間

1200 万

円）を受け  

ている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おおたかの森 駅のデジタルサイネージ  

これまでの取組事例  

Ｈ２８年４月オープンのキッコーマン  

アリーナ  
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「 教 育 財 産 使 用 事

業」  

 

～ 校 舎 の 屋 根 を 貸

し 付 け 太 陽 光 発 電

を実施～  

 

・市内２３校の小中学校の校舎の屋根を民間事業

者に貸し付け太陽光パネルを設置し、貸付料と固

定資産税を歳入とする事業を、平成２５年度から

スタート。（同様の事業は、本庁舎、図書・博物館、

ク リ ー ン セ

ン タ ー な ど

でも実施。）  

 

 

 

 

 

 

 

  ③  歳出削減、健全な財政運営の維持  

・効率的な予算編成を行うために、後期基本計画・下期実施計画

に位置付けられた事業を優先することとし、市単独事業の実施

に当たっては、ＰＤＣＡを検証し、事業が一定期間で終了する

（サンセット方式）ことを明確にする。  

・予算編成及び予算執行にあたっては、適正な仕様書・設計書・

積算書の作成と見積書の徴取を行う。  

・※ 8 財政硬直化を招かないよう、常に物件費（消耗品費や臨時職

員の適正配置）の抑制、補助金・負担金の効果について精査す

る。  

・職員の時間外勤務は、執行体制の改善（カイゼン）や効率的な

業務遂行に努め、時間外勤務の抑制を図る。  

・全庁的な視野に立ち、 ※ 1 6ＧＩＳなどの統合やシステムの一元

化、発注や調達などの単位を見直し、 ※ 1 7 包括的業務委託など

の ※ 1 8 スケールメリットによるコスト縮減を図る。  

・地域課題（問題）が顕在化してから対応するのではなく、地域

課題等の兆候をデータ分析などから事前に把握し、課題解決に

向けた的確な政策判断をし、いち早い対応に取り組み歳出抑制

と市民サービスの向上を図る。  

・平成２７年１月に地方公会計マニュアルに基づく財務書類の作

校舎の太陽光屋根貸し（東深井小学校）  

これまでの取組事例  
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成について、国から平成２９年度までに行うよう示されている

ため、統一的な基準に基づく固定資産の状況把握等を行えるよ

う準備を進めるとともに、 ※ 1 9 公会計制度の活用に向けた意識

の醸成を図っていく。  

 

 

 

財 政 白 書 作

成事業  

 

～ 職 員 手 づ

く り で わ か

りやすく～  

 

・市の財政状況について、解説した財政白書を平成２０

年度決算から作成している。当初は作成の一部を外部委

託していたが、平成２５年度からは職員が自前で作成。

図表やグラフで多く活用し、従来の決算数字のほか複式

簿記の考え方を取り入れ、行政コストや純資産の変動、

さらには他団体との比較・分析も加え、わかりやすさを

工夫しながら作成している。  

※ 1,000 円で頒布  

流 山 市 役 所

等 包 括 施 設

管理事業  

 

～ 公 共 施 設

の 管 理 を 一

括発注（デザ

イ ン ビ ル ド

型 包 括 施 設

管理）～  

 

 

・従来、各施設の設

備 ご と に 発 注 し て

い た 保 守 点 検 業 務

を 包 括 的 に 業 務 委

託し、業務の質の向

上と事務量・コスト

の 削 減 を 図 る デ ザ

イ ン ビ ル ド 型 包 括

施 設 管 理 業 務 を 平

成 25 年度から開始

した。  

 

「 流 山 お お

た か の 森 駅

前 市 有 地 活

用事業」  

 

～ 公 共 施 設

と 民 間 施 設

を 一 体 的 に

整備～  

 

 

・流山おおたかの森駅前市有地の活用について、平成  

27年度に「定期借地権方式」及び「等価交換方式＋定期

借地権方式」を用いて事業者を募集・選定した。その結

果、先行取得した市有地を有効活用し、民間事業で公共

施設と民間施設を一体的に整備することにより、本市  

の新拠点にふさ  

わしい交流空間  

を形成すること  

ができることと  

なった。  

 

 

 

 

 

 

公共施設の維持管理を一括発注  

これまでの取組事例  

 
H3 1 年の完成を目指して  
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④  公有財産の有効活用  

・※ 1 2 ファシリティマネジメントの視点から ※ 2 0 公有財産において、

遊休資産がないかを確認し、有効活用や処分などを進める。  

 

（２）市民及び市民団体との連携・協働の推進          

  ①  行政情報の発信充実  

・情報の性質に見合った発信手段を的確に選択し、市民が情報を

理解しやすい形で取得できるよう情報発信する。  

・新たなメディア媒体の情報を入手し、活用できるものに関し導

入を図る。  

・市民が行政情報をより利活用できるよう、 ※ 2 1 オープンデータ

を推進する。  

 

 

 

「 市 民 向

け 電 子 化

事業」  

 

～ ア プ リ

コ ン テ ス

ト の 実 施

～  

 

・オープンデータの普及を図るため、オープンデータトラ

イアル期間として、平成 25、２６年度に市議会と連携し、

オープンデータを利用したアプリケーションのアイデアを

競 う ア プ リ コ ン テ ス

トを開催。幅広い層か

ら 合 計 で ６ ２ 件 の 応

募があった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②  アウトソーシングの推進  

・指定管理者制度が導入できる施設とその導入時期を確認して導

入計画に取り組み、民間で出来るものを検証しアウトソーシン

グ又は業務委託を進める。  

・業務委託等の実施に当たっては、委託先の雇用条件、労働条件

や雇用の継続等、労働基準法の順守の徹底を図る。  

 

アプリコンテスト授賞式  

これまでの取組事例  
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市 民 向 け に 開 催 さ れ て い る 「 男

女共同参画啓発」の講座  

 

 

 

 

 

「 学 童 ク ラ

ブ 指 定 管 理

者事業」  

 

～ 学 童 保 育

の 指 定 管 理

～  

 

・これまで父母会による自主運営がなされていたが、平

成２４年度から指定管理者制度を導入し、市内２３ヶ所

の学童クラブを指定管理者により管理運営している。指

定管理者制度に切り替えたことにより、それまで自主運

営で は 実現 が 難し かっ た 夜間 の 預か りサ ー ビス の 提供

や 、 ま た 市 内 で の 学

童 ク ラ ブ の 均 質 化 を

図 り や す く な る な

ど 、 保 育 内 容 の 充 実

及 び 保 護 者 負 担 の 軽

減が実現した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

「 学 校 給 食

調 理 業 務 民

間委託事業」 

 

～ 学 校 給 食

の 業 務 委 託

～  

 

・給食は、平成１７年度から南流山中学校で民間委託を

実施し、平成２４年度からは全ての中学校で民間委託に

切り替えた。小学校についても、調理師の定年退職に合

わせて計画的に順次委託に切り替えることとしており、

平成２８年度には流山小学校の委託がスタートする。  

 

 

 

「 男 女 共 同

参 画 社 会 づ

く り 啓 発 事

業」  

 

～ 男 女 共 同

参 画 啓 発 事

業委託～  

 

・平成２０年度からアウトソーシング事業として委託し

ている。受託者は、専門分野の知識と能力を備え市民公

益 事 業 補 助 金 を 活 用

し 事 業 実 績 の あ る 市

内ＮＰＯが受託。業者

選 定 で は 公 募 型 プ ロ

ポ ー ザ ル に よ り 選 定

し、啓発事業の質の向

上を図っている。  

「第１おおたかの森ルーム」  

これまでの取組事例  
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シ ア タ ー ナ イ ト の オ ー プ ニ ン グ を 盛 り 上 げ
る理科大生の和太鼓  

 

 

多くの来場者に流山と白味醂を ＰＲした流山白味醂 2 0 0 年祭  

  ③  産学官の連携  

   ・事業の実施やイベント等の企画立案では、民間企業や大学など

との交流・連携を進めることにより、幅広い視野からの発想の

吸い上げた事業化を図る。  

 

 

「 白 み り ん

誕 生 ２ ０ ０

周 年 記 念 事

業」  

 

～ 産 官 連 携

事業～  

 

・キッコーマン株式会社と共催し、白味淋生誕２００年を
記念した「流山白味淋２００年祭」を平成 26年度に開催。
以降、市内外に特産品としてＰＲするとともに、市内小学
校の授業に、
特産品である
白味醂につい
て学ぶ、“み
りん塾”を総
合学習にプロ
グラムし、年
に２～３校ず
つキッコーマ
ン社員を講師
に招いて学習
している。  
 

 

「 利 根 運 河

イ ベ ン ト 事

業」  

 

～ 学 官 連 携

事業～  

・東京理科大学の学生が実行委員会を組織し、市や観光協

会、近隣自治  

会、国土交通省  

江戸川河川事務  

所などと連携  

し、「利根運河  

シアターナイト」 

を平成２５年度  

から毎年開催し  

ている。  

 

  ④  協働・連携事業の拡大充実  

   ・市民及び市民団体との協働・連携事業が、より誕生しやすい環

境を構築するため、事業の情報提供を行うとともに、市民及び

市民団体からの協働・連携の事業提案が、より誕生しやすい環

境を整え、引き続き、公共の担い手としての市民等との協働・

連携事業の拡大充実を図る。  

これまでの取組事例  
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「 公 民 館

事業」  

 

～ 公 民 館

講 座 か ら

巣 立 っ た

市 民 の 活

躍～  

 

・公民館講座の受講生により発足したＮＰＯ法人「流山史

跡ガイドの会」は、流山本町などを訪れる市内外の来訪者

向けに観光ガイドを行

っているほか、市と連

携協働し、公民館講座

「流山郷土史検定」や

「流山史跡ガイドウォ

ーキング」などの講師

として活動している。  

 

（同会の平成 27 年 12 月  

末現在の累計案内人 数  

33 ,900 人）  

 

（３）事業の改革・改善、業務改善、職場改善         

・全庁的な事業・業務・職場内の改善（カイゼン）提案について

は、「 ※ 2 4 職員提案制度」を活用する。職員提案制度は随時受け

付け、改善（カイゼン）の提案が出やすい環境を整える。  

・また部内（課内・係内等含む）のルーティンワークや些細なム

ダを自発的に改善（カイゼン）した成果は、「部局長の仕事と目

標」で報告するとともに、改善事例が他部署でも「真似る」形

で広がる環境を整える。  

①  事業の改革・改善（カイゼン）  

・※ 3 実施計画に位置付けた事業は、議会要望や市民要望を常に捉

え、誰のための何のための事業なのか、求められる目的とニー

ズを明確に理解して事業展開するとともに、新たに発生する課

題の兆候を、行政評価やデータ分析から、いち早く推測し、予

算の組み替えや事業の進め方そのものを見直し、変わる社会（市

民）ニーズに的確に応える。  

・事業を効率的に進めるため、事務作業のＩＴ化を図り、国際化

に配慮して外国語を加えた説明資料の作成を図る。  

 

 

史跡ガイドの会による史跡ガイド  

ウォーキング  

これまでの取組事例  
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審議会等開催

時の子どもの

一時預かり支

援  

 

・子育て中の市民が市政に参画しやすいように、審議会

等の開催時に、生後６か月以上 10 歳未満の子どもを一

時的に保育する仕組みを設け、審議会等の委員に参画し

やすい環境を整えた（平成２３年度から）。  

 

 

 ②  ※ 2 2 業務改善（カイゼン）  

  ・「職場の使命」（目的）を理解し、業務の時間コストも含めた費

用対効果を常に意識しながら、現在のやり方が本当に効率よく

進んでいるかを検証し、無駄な業務は改善（カイゼン）する。

そのためには、先進市情報は常に意識し、行政視察を行うなど、

可能なものは導入していく。  

   ・業務の年間スケジュール表や業務フロー図の作成を習慣化し、

職員間の共有、“見える化”することにより、業務の進行管理や

改善項目の洗い出しに活用する。  

   ・職員個人や係、課、有志グループから優秀な改善（カイゼン）

があった場合、引き続き ※ 2 3 職員一般表彰（季別ＭＶＰ賞）で

表彰し、その功績を称え職員の意欲向上を図る。ＭＶＰ賞の受

賞者のうち特に優秀な改善事例は、庁舎ロビーへ掲示する。  

   ・全庁的な業務や事務、職場環境の改善（カイゼン）提案につい

ては、「 ※ 2 4 職員提案制度」を活用する。  

 

 

 

季 別 Ｍ Ｖ Ｐ

賞  

 

～職員の優秀

な功績～  

 

・職員の優秀な功績を称える季別ＭＶＰ表彰の制度は、

平成 21 年度から始まり、平成 27 年度夏季分までで、

合計６２件が表彰されている。  

 

主な功績  

・審議会や講演会開催時の一時保育の制度化等で子育て

中の女性の市政への参加に貢献（Ｈ２３）／ファシリテ

ィマネジメントの進展及び歳出の抑制と支出の平準化

これまでの取組事例  

これまでの取組事例  
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に貢献（Ｈ２３）／廃タイヤの山の撤去を実現し地域住

民の長年の大きな問題解決に貢献（Ｈ２４）／議会のイ

ンターネット中継、電子採決、委員会の中継等の議会改

革に事務局が貢献し、議会改革度調査で全国１位に（Ｈ

２４）／福島第一原発事故により、放射性物質に汚染さ

れた施設の除染で、子どもたちが利用する施設の除染作

業を期限内に完了させた（Ｈ２４）／「流山白味醂２０

０年祭」「流山本町まちなかミュージアム」の成功で流

山本町活性化に貢献（Ｈ２６）／きめ細やかな取組みに

より税のＨ 26 年度徴収率が県下第 2 位（Ｈ２７）／様々

な工夫を凝らし、消防団入団の促進に貢献（Ｈ２７）、

など。  

 

 

職員提案制度  

 

～実践されて

いる提案～  

 

実現した主な職員提案  

・公用自転車の導入（ＣＯ 2 削減に貢献。Ｈ 18 年度～）

／毎月第 2・4 金曜日のノーマイカーデイ（ＣＯ 2 削減

に貢献。Ｈ 18 年度～）／差し押さえ品のオークション

への出展（Ｈ 20 年度～）／賃金や報酬の払込書を手書

きから電子化へ（Ｈ２１年度～）／各種申請書等の「市

長様」の敬称を「市長あて」に変更（Ｈ２１年度～）／

外国人対応マニュアル作成（Ｈ２７年度採用。プロジェ

クトチームで作成作業中）／認知症にやさしい窓口充実

のための研修導入（Ｈ 2６年度～）／統合型ＧＩＳの導

入（Ｈ 27 年度からプロジェクトチームにより、実現に

向けた課題を研究中）  

 

 ③  職場改善（カイゼン）  

   ・社会（市民）ニーズの変化に的確に対応できる行政組織は、職

員一人ひとりの潜在能力が発揮能力として活かされる、元気で

活力ある職場の環境づくりが肝要である。職場の中には、ルー

ティンワークなどで「非効率」や「小さな無駄」、「何かおかし

い」と気づいたり、感じるときがある。そうした事を周囲の職

員と共有することからスタートし、自発的に係内や課内で改善
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（カイゼン）していく職場環境の構築により、職員の「自発性」

「主体性」「やりがい」を醸成し、組織力を高める。  

・業務の進捗状況などを共有するため、部内や課内、係のミーテ

ィングを定例化し、組織をまたがる課題解決では柔軟にプロジ

ェクトチームを発足し、「敷居の低い」改善（カイゼン）を進め

る。  

   ・職員一人ひとりが個々の職場や身の回りから、４Ｓ（整理、整  

頓、清掃、清潔）を実施し、４Ｓの輪を広める。  

 

※②「業務改善（カイゼン）」、③「職場改善（カイゼン）」を進めるにあ

たり、 ※ 9 トヨタ方式の ※ 2 5“７つのムダ”を見習い、その項目を行政

事務に置き換えた下表を参考にして、思い当たるムダは、排除するこ

とで改善（カイゼン）に繋げることができる。各部局内で、各課内で、

各係内等で、気づいたら皆で共有し改善（カイゼン）を実践していく。  

～業務や職場で考えられるムダ～  

ムダの分類  改善（カイゼン）に向けて考えられる例示  

・作り過ぎ、や
り過ぎのムダ  

①資料・パンフレットなど必要以上に印刷していないか  
 
②資料の作成を依頼する際、成果物のイメージを事前に伝え
ているか（例： A4 で 2 枚、 A3 で 3 枚位など。無駄な力作や
大作を作らせない）  
 
② -2 資料作成を引き受けた時、成果物のイメージを事前に確
認しているか（例： A4 で 2 枚、 A4 で 5 枚位など。無駄な力
作や大作を作らない）  
 
③業務の閑散期に不要な業務を行っていないか  
 
④不要な会議を開催していないか  
 
⑤必要以上に会議時間が長くないか（終了時間をあらかじめ
決めて会議を行っているか）  
 
⑥時代に合わない業務を続けていないか 。変えたいが先輩が
気になる（×前例踏襲。○温故知新）  
 

・手持ち仕事  
のムダ  

①仕事が平準化されていなく、誰かに事務量が偏って残業が
不均等に発生していないか  
 
②市民等の補助金が申請待ちになっていないか （ＰＲ不足） 
 
③業務が指示待ちになっていないか  
 
 
 

・動きのムダ  ①出先機関との連絡収受等を段取り良く行っているか  
 
②事務室内のＯＡ機器の位置や書類の保存場所などレイア
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ウトは使いづらくないか、適正か  
 
③以前からの事務で、事務手順や添付書類で省けるものはな
いか（省力化・簡素化）  
 
④動線にムダはないか  

 

・加工のムダ  ①資料は要点が見やすく簡潔にまとまっているか。量や色遣
い、レイアウトなどムダに凝っていないか  
（大量の文字ペーパーから１～２枚のポンチ絵や図へ）  
 

・在庫のムダ  ①備品や消耗品の在庫量を確認せず、無駄な在庫、眠った在
庫を作っていないか  
 

・ニーズ、ＰＲ
のムダ  

①ずっと行われて来ている市民サービスだが、現在の時代ニ
ーズに合っているか。ニーズが変化していないか  
 
②市民向けチラシやパンフレットを分類せず、ただラックに
並べていないか。カウンターに置かれていないか  
 
③公共施設の維持管理で、市民向けの表示が“あれダメ”“こ
れダメ”の「～しないでください」と禁止表示ばかりになっ
ていないか（トイレや部屋の使い方など）  

 

・段取りのムダ  ①他課にまたがる政策を事前協議や打合せをしたうえで、
「起案」しているか。他課にまたがる政策案件を起案～合議
のみで進めていないか（急がば回れ）  
 
②仕事を進める際、打合せや指示の不徹底により、書類作成
のムダ、時間のムダ、労力のムダを生んでいないか  
 
③業務上必要な順番を考慮せず、業務進行の優先順位を怠っ
ていないか  

 

 

④  職員の育成  

 ・本プランを実施、実行するため、 ※ 2 6「人材育成基本方針」で

定めた ※ 2 7”４Ｃを支える８つの能力”を発揮できる職員を育成

する。すなわち“流山を愛し、流山市民の幸せのために行動す

る職員”（４Ｃ職員）を目指す。  

・本市の人材育成は、基本方針に基づき、採用試験制度の充実、

実務経験者の採用、採用年齢要件の拡大など「①可能性の高い

人材を確保」し、自学への支援、職場内外の研修、研修成果発

表の場の提供など「②目指す職員像になるための人材を育成」

し、人材評価の充実、経歴管理の有効活用、職場面談の実施、

現場のニーズに対応した人事配置の実現など「③適材適所の人

材活用」を推進する。  

・職員は、「流山市人材育成基本方針」をよく理解し、自ら学ぶこ
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との大切さをいつまでも継続し、「学び」の成果を自らの資源と

して行政経営に活用する。  

・各部局では、学んだ資源を職員が生き生きとやりがいを持って

発揮できる、温かく見守り支援していける職場風土づくりを構

築する。  

・各部局では、職務に必要な専門的知識の習得、専門的能力の向

上に向けて、それぞれの部局でのＯＪＴのほか、外部研修の機

会を積極的に提供する。（行政課題研修などの成果を生かし、参

加職員を講師とした部局内での研修の実施など）  
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※用語解説  

※ 1基 本 構 想…平成 12 年度から平成 31 年度までの 20 年間を計画期間と  

する、本市の市政運営の総合的な指針となる計画  

※ 2基 本 計 画…基本構想の「施策の大綱」などに基づき、基本構想の計画  

期間である 20年間を 10年ごとに前期・後期に分け新たな施  

策・事業を体系的に整理したもの  

※ 3実 施 計 画…後期基本計画（平成 22 年度から平成 31 年度）に定められ  

        た施策について、上期 3 か年、中期 3 か年、下期 4 か年の行

財政運営の中で具体的に実施するための事務事業を体系別

に整理したもの  

※ 4自 主 財 源…地方税、手数料、使用料、財産収入、寄附金など市が自主  

        的に調達できる財源  

※ 5税 外 収 入…財政収入のうち租税収入および公債、借入金以外のもの  

※ 6後 年 度 負 担…市が事業や物品調達などに数年にわたる支出をする場合、  

       その支出のうち、次年度以降に予算計上しなければならな  

い額  

※ 7地 方 債 残 高…地方公共団体が地方債を借り入れした後、元金と利子を返  

        済するが、各年度末における未償還元金の額  

※ 8財 政 硬 直 化…地方債償還費や人件費などの経費が市の予算の大きな部分  

を占めるようになって、弾力的な財政運営が困難になるこ  

と  

※ 9ト ヨ タ 方 式…トヨタ自動車の生産現場で始まった“ムダの徹底的排除”  

“生産方式の合理性”の思想。現在では製造業だけでな  

く、多種多様な分野で、また経営レベルから個人の業務レ  

ベルまでさまざまな段階において、生産管理・効率化の手  

本とされている。  

※ 1 0受 益 者 負 担…特定の公共事業に必要な経費にあてるため、その事業によ  

って特別の利益を受ける者に経費の一部を負担させるこ と。

下水道等の受益者負担金や公共施設の利用料等が 一例。  

※ 1 1 公共施設等総合管理計画…  

流山市の公共不動産の保有状況を客観的に把握・分析し、  

今後の更新費用の見込みを明らかにしつつ、用途ごとの戦  

略的な資産経営の方針を記載した計画  

 



- 23 - 

 

※ 1 2 ファシリティマネジメント…  

企業・団体等が保有又は使用する全施設資産及びそれらの  

利用環境を経営戦略的視点から総合的かつ統括的に企画、  

管理、活用するアメリカで生まれた経営管理方式  

※ 1 3ＥＳＣＯ事業…  

EnergyServiceCompany 事業の略であり、顧客の光熱水費等  

の経費削減を行い、削減実績から対価を得るビジネス形態  

※ 1 4 ネーミングライツ…  

スタジアムやアリーナ等のスポーツ施設に、スポンサー企  

業の社名やブランド名を名称として付与する権利。日本語  

名では「命名権」という。  

※ 1 5 デジタルサイネージ…  

デジタル通信により表示内容をいつでも受信でき、表示す  

るシステム。この機能により内蔵記憶装置に多数の表示情  

報を保持することが可能。必要に応じ秒単位で表示内容を  

切り替えることや動画表示を行うなど、多様な映像を映し  

出すことができる。  

※ 1 6Ｇ Ｉ Ｓ…地理情報システム（ GIS： Geographic Information System）

の略称であり、地理的位置を手がかりに、位置に関する情報

を持ったデータ（空間データ）を総合的に管理・加工し、視

覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術  

※ 1 7 包括的業務委託…  

施設の維持管理、日常点検、定期点検、電力等のユーティ  

リティ調達及び修繕などを包括的に民間事業者に委託する  

こと  

※ 1 8 スケールメリット…  

同種のものが集まり、規模が大きくなることによ る利点の  

ことで、経営規模が大きいほど生産性や経済効率が向上す  

ることを言う。  

※ 1 9公 会 計 制 度…現金主義・単式簿記を特徴とする現在の地方自治体の会計  

        制度に対して、発生主義・複式簿記などの企業会計手法を  

導入しようとする取組み。 全国的に財務書類の作成方法が  

複数あり、本格的な複式簿記の導入が進んでいない状況を  

背景に平成 27 年 1 月には固定資産台帳の整備と複式簿記の  
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導入を前提とした「財務書類の作成に関する統一的な基  

準」が国から示され、地方自治体は当基準による財務書類  

を平成 29 年度までに作成することとなってい る。  

※ 2 0公 有 財 産…地方公共団体が所有する財産。公有財産には 地方公共団体  

        において公用または公共用に供し、又は供することと決定  

した財産である「行政財産」と、それ以外の公有財産を指  

す「普通財産」とに区分される。  

※ 2 1 オープンデータ…  

特定のデータが利活用する上での制限が無く、 また利活用  

しやすい形式でインターネット上に公開され、入手できる  

仕組みのこと。  

※ 2 2 業務改善（カイゼン）…  

「業務」には「事務」に加え、作業等も含む考え方として  

        いる。  

※ 2 3 職員一般表彰（季別ＭＶＰ賞） …  

市民サービスの向上や善行などで、 市役所のイメージアッ  

プになった行為や相当程度困難な業務を達成した行為、他  

の職員の模範となるような業務改善の提案や実践をした行  

為が当該季間においてなされた場合、所属長の推薦に基づ  

き市長が対象の職員を表彰する制度  

※ 2 4 職員提案制度…  

職員より事務能率の向上、経費の削減、市民サービスの向  

上に資するアイデアの提案を受け付けることで行財政経営  

の推進・改善を図る制度  

※ 2 5７ つ の ム ダ…トヨタ自動車のトヨタ生産方式では、７つのムダを定義して

いる。①つくりすぎのムダ②手待ちのムダ③運搬のムダ④加

工そのもののムダ⑤在庫のムダ⑥動作のムダ⑦不良をつく

るムダ  

※ 2 6 人材育成基本方針…  

        地方自治体を取り巻く環境は大きく変化し、簡素で効率的

な行政運営や市民参加や協働によるまちづくりなどが求め

られる中、市民が望む良質な行政サービスを提供していく

ための、市職員の行動変革と能力開発、経営感覚を育成し

ていくための、本市の人材育成の基本方針。  
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※ 2 7  ４Ｃを支える８つの能力…  

        流山市人材育成基本方針で定める本市の目指す職員像。  

        “流山を愛し、流山市民の幸せのために行動する職員”を  

4C 職員とし、４つのＣを「 Citizen」（市 民 の 視 点 を 持 ち 、

地 域 社 会 の 一 員 と し て 協 働 に よ る ま ち づ く り を 推 進 す る 職 員 ）

「 Compliance」（コ ン プ ラ イ ア ン ス 意 識 を 持 ち 、 誠 実 に 職 務 を

遂 行 し 、 市 民 か ら 信 頼 さ れ る 職 員 ）「 Challenge」（社 会 状 況 の

変 化 に 対 応 し 、 新 た な 課 題 に も 取 り 組 む チ ャ レ ン ジ 精 神 の あ る

職 員 ）「 Cost」（コ ス ト 意 識・経 営 意 識 を 持 ち 、的 確 な 判 断 や 行

動 が で き る 職 員 ） と 定 め た 。  

また、そ の ４ Ｃ を 支 え る ８ つ の 能 力 を ①流山を愛する力（流

山に愛着を感じ、流山のために全力で取り組む力）②市民

の立場で考える力（市民の視点でまちづくりを考え、市民

の声に真剣にこたえる力）③市民への責任力（ 自分の職 務

につい て責 任を 持っ て遂行 し 、市民 に対 して説 明責 任を 果た

す力 ）④職務に関する知識力 （ 公 務 員 と し て 高 い 倫 理 観 と 専

門 性 の も と 、 適 正 な 職 務 遂 行 が で き る 能 力 ） ⑤や る気と熱 意

ある実行力（ 新 た な 課 題 を 発 見 し 、困 難 な こ と に も 積 極 的 に 取

り 組 ん で い く 力 ） ⑥将来を見通した判断力 （ 社 会 情 勢 の 変 化

を と ら え 、将 来 に 向 け て 迅 速 か つ 的 確 に 施 策 形 成 す る 力 ）⑦柔

軟な発想力（厳しい財政状況のもと、課題の本質を見極め

効果的な施策を立案できる力）⑧市政の ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ能力（総

合計画実現に向けて、職務 や職場を効果的に ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄする

力）と定めている。  
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開催日 内容

委嘱式
第１回
８月１８日

〇正・副会長の選出
○委嘱式
〇諮問
○諮問事項の詳細の説明及び資料説明
○スケジュールについて

第２回
１０月２１日、２５日～２８日

〇（仮称）健全財政維持条例について
〇財政状況について
　（財政調整課説明）
○審議

第３回
１２月１９日～２２日

〇（仮称）健全財政維持条例について
　（財政調整課説明）
○審議

第４回
１月１６日～２０日

〇（仮称）健全財政維持条例について
○答申書の内容検討、整理

答申
２月

〇答申書の手交式

【平成２８年度審議会スケジュール】　※予定
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健 全 財 政 維 持 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 

１  こ れ ま での 経 緯  

【 現 状 】  

・ 流 山 市 で は 、市 の 行 政 運 営 の 指 針 で あ る 流 山 市 総 合 計 画 に お け る「 後 期 基 本

計 画 」に お い て 、施 策 の 柱 と し て『 健 全 で 効 率 的 な 行 財 政 運 営 』を 掲 げ 、健 全

な 財 政 運 営 に つ い て 各 種 個 別 の 施 策 や 事 業 を 実 施 し て い る と こ ろ で す 。  

・ 具 体 的 に は 、将 来 人 口 推 計 を 見 直 し 、今 後 １ ０ 年 間 に わ た る 財 政 の 見 直 し を

立 て 、こ れ ま で の 行 政 評 価 に 基 づ く 前 期 １ ０ 年 間 の 評 価・総 括 や 、市 民 意 識 調

査 か ら 得 ら れ た 市 民 満 足 度 な ど 様 々 な 角 度 か ら 事 業 を 精 査 し ま し た 。 そ し て 、

選 択 と 集 中 の 観 点 か ら 事 業 を 厳 選 し 、実 現 可 能 な 、財 源 の 裏 付 け の あ る 計 画 と

し て い ま す 。  

・ 市 民 自 治 及 び 市 政 に 関 す る 最 高 規 範 で あ る「 流 山 市 自 治 基 本 条 例 」に お い て

も 、『 行 財 政 運 営 の 原 則 』 を 定 め 、 健 全 な 財 政 運 営 に つ い て 条 文 化 し 、 方 向 性

を 示 し て い る と こ ろ で す 。  

・ こ う し た 計 画 や 条 例 等 に 沿 っ て 、こ れ ま で 本 市 で は 、健 全 な 財 政 を 維 持 し て

い る と こ ろ で す 。  

 

【 財 政 指 標 の 推 移 】  

 

 

【 条 例 制 定 に 至 る 経 緯 】  

・ 「 流 山 市 自 治 基 本 条 例 」第 ２ ３ 条 第 ６ 項 に お い て 、財 政 運 営 の 健 全 化 、公 開

性 及 び 効 率 性 を 推 進 す る 制 度 を 構 築 す る こ と と 定 め ら れ て い る こ と を 受 け 、将

来 に わ た る 健 全 な 財 政 運 営 を 推 進 す る「 健 全 財 政 維 持 条 例 」を 制 定 す る も の で

す 。  

 

項　　目 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度　 平成２５年度 平成２６年度

実 質 赤 字 比 率 － － － － － － － －

連 結 実 質 赤 字 比 率 － － － － － － － －

実 質 公 債 費 比 率 8.7 8.4 7.7 7.3 6.4 5.5 4.7 4.1

将 来 負 担 比 率 56.9 49.5 49.9 38.6 33.1 18.3 23.4 46.0
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・ 北 海 道 夕 張 市 の 財 政 破 た ん を 受 け 、こ う し た 財 政 破 た ん 団 体 の 発 生 を 未 然 に .

防 ぐ こ と を 目 的 と し て 「 地 方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 化 に 関 す る 法 律 」（ 以 下 財

政 健 全 化 法 と い う 。）が 施 行 （ 平 成 2 0 年 ４ 月 １ 日 ） さ れ ま し た 。財 政 健 全 化 法 は 、地 方

自 治 体 の 財 政 状 況 を 統 一 的 な 指 標 で 明 ら か に す る こ と に よ り 、財 政 状 況 が 深 刻

化 す る 前 に 迅 速 に 財 政 の 健 全 化 や 再 生 に 向 け た 対 応 が 図 ら れ る 法 律 と な っ て

い ま す 。  

・ し か し な が ら 、現 在 の 財 政 健 全 化 法 は 、財 政 状 況 が 、か な り 悪 化 し な い と 超

え る こ と が な い 基 準 と な っ て い ま す 。  

・  こ の た め 、 市 長 は 、 平 成 ２ ５ 年 ９ 月 定 例 会 の 一 般 質 問 の 答 弁 で 、「 財 政 運 営

に お い て は 、こ の 基 準 値 よ り 、よ り 厳 し い 目 標 値 を 独 自 に 設 定 し 、自 主 的 に 財

政 の 健 全 性 を 保 つ こ と が 理 想 と 考 え ま す 。」 と 答 弁 し て い ま す 。  

 

【 結 論 】  

・ こ の よ う な こ と か ら 、流 山 市 が 将 来 に わ た り 、高 度 化 及 び 多 様 化 す る 行 政 需

要 、並 び に 、そ の 他 の 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 に 的 確 に 対 応 す る た め に 、財 政 運 営

に 関 す る 基 本 的 な 原 則 や 、独 自 の 財 政 判 断 指 標 な ど 、必 要 な 事 項 を 定 め る こ と

に よ り 、将 来 に わ た っ て 、流 山 市 が 健 全 な 財 政 を 維 持 し て い く こ と が で き る よ

う に 本 条 例 を 制 定 す る も の で す 。  

 

 

２  制 定 ス ケジ ュ ー ル （ 案 ）     別 紙 の と お り  

 

３  健 全 財 政維 持 条 例 項 目 （ 案 ）   別 紙 の と お り  

 

４  他 市 町 村の 制 定 状 況       別 紙 の と お り  
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諮 問 ①

本 市 財 政 ②

条 例 案 ③

条 例 案 ③

答 申 ③



 

健全財政維持条例項目（案） 
 

 

１ 総則関連 

 目的 

 基本理念 

 市長の責務 

 

２ 基本原則関連 

 説明責任 

 歳入及び歳出 

 予算執行 

 行政評価 

 緊急性・重要性 

 基金 

 起債 

 財務諸表 

 

３ 計画的な財政運営関連 

 計画策定の原則 

 財政計画 

 個別計画 

 

４ 財政運営の健全化の指標 

 財政健全化の判断指標 

 財政の健全化を維持する手段 

 

５ 雑則 

 委任 

 附 則 

 



他市町村の財政健全化条例等の制定状況  
 
 

 岐 阜 県 多 治見 市 が全国 に先 駆け て 、平成 ２０ 年４ 月 １ 日に 「多 治見 市

健全な 財政 に関 す る条例 」が 施行 さ れた。 以来 、本 市 で 把握 して いる 財

政健全 化 関 連条 例 の制定 状況 は以 下 のとお りで す。  

 
 

○多治見市健全な財政に関する条例（平成２０年４月１日） 

○滑川市財政健全な財政に関する条例（平成２３年３月３１日） 

○大阪府財政運営基本条例（平成２４年２月１０日） 

○富士見市健全な財政運営に関する条例（平成２４年４月 1 日）） 

○和光市健全財政に関する条例（平成２５年４月１日） 

○岐阜県関市健全な財政運営に関する条例（平成２４年５月２８日） 

○龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例（平成２４年１０月１日） 

○明石市財政健全化推進市民会議条例（平成２６年４月１日） 

○箕面市財政運営基本条例（平成２６年５月２０日） 

○横浜市将来にわたる責任ある財政運営の推進に関する条例（平成２６年６月５日） 

○佐賀県上峰町財政健全化条例制定（平成２７年４月１日） 

○国立市健全な財政運営に関する条例（平成２８年４月１日） 

 


